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地 域 再 生 計 画 

 
 
１ 地域再生計画の名称 
  地域の魅力的な資源を生かしたまちづくり計画 
 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 
  鹿児島県、伊佐市、さつま町 
 
３ 地域再生計画の区域  
  阿久根市、出水市、薩摩川内市及び伊佐市並びに鹿児島県薩摩郡さつま町の全域 

 
４ 地域再生計画の目標  
 当地域は県北西部に位置しており、北部は熊本県、西部は東シナ海に接し、南部
は八重山山系が連なっている。地域の中央には九州で２番目の流域面積を持つ一級
河川・川内川が東西に横断し、河口には川内平野が広がっている。また、当地域に
はラムサール条約指定湿地に登録されている藺牟田池(ｲﾑﾀｲｹ)や２０１５年３月１
６日に国定公園に指定された甑島や、毎年１万羽以上のナベツルなどが飛来するこ
とで有名な出水平野があり、多彩で豊かな自然環境に恵まれている。 
 交通は、地域の南北を縦貫し博多と鹿児島中央を結ぶ九州新幹線、甑島(ｺｼｷｼﾞﾏ)
航路や韓国釜山航路の発着港である川内港、川内駅と八代駅を結ぶ肥薩おれんじ鉄
道などがあり、県内外の拠点をつなぐ南九州西回り自動車道や北薩横断道路などの
整備も進められている。 
 このような多様な自然環境を生産基盤とした農林水産業、交通の利便性を活かし
た製造業や観光業などに力を入れており、更に、薩摩川内市では大規模な木質バイ
オマス発電施設の建設も進められている。 
しかし、平成１７年の２５４千人だった人口が平成２２年で２４２千人となり、

また、平成１７年で３６億円だった林業純生産が平成２２年で１９億円に減少する
など地域の基幹産業である農林水産業が減退しているため、更なる観光の活性化や
豊かな森林資源の活用を進めることが今後の大きな課題となっている。 
 町道・林道・農道の一体的な整備は、それぞれが主体の複数の事業を同じ計画に
盛り込むことにより、関係者間の連携や事業間の調整がスムーズに行われ、事業終
了までの期間を短縮することもできる。 
 この地域再生計画において、基幹的交通網を軸とした交通ネットワークの整備を
行うことにより、地域間のアクセス向上と通行車両の安全確保や環境改善が図ら
れ、観光客等の増加も期待されている。また、豊かな森林資源の活用を通じ林業の
成長産業化を目指すため「地域の魅力的な資源を生かした街づくり」をテーマに地
域の再生を図ることとする。 

   
（目標１） 観光客等入込者数の向上（５%増） 

２，２２９人（平成２５年度末） 
→ ２，２８５人（平成２９年度末）→ ２，３４０人（平成３２年度末） 

 
（目標２） 素材（木材）生産量の向上（５%増） 

１５０千ｍ3（平成２５年度） 
→ １５４千ｍ3（平成２９年度末）→ １５８千ｍ3（平成３２年度末） 
 

 （目標３） 農道における保全対策（老朽化対策）の推進 
     対策推進率 ０％（平成２７年度末） 
     →  ２５％（平成２９年度末）→ １００％（平成３２年度末） 
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５ 地域再生を図るために行う事業  
５－１ 全体の概要 
 当地域は、海・森林・温泉など魅力的な資源が豊富な地域である。近年は九州新
幹線の全線開通、南九州西回り自動車道等の整備、木質バイオマス発電施設の整備
などが進められており、豊かな森林資源の整備・有効活用とともに、観光客等の増
加も期待されている。 
 このため、これら基幹的交通網を軸とした交通ネットワークの整備の一貫として
道整備交付金を活用し地域間のアクセス向上と環境改善を図ることにより、地域の
魅力を生かしたまちづくりを目指す。 
 また、出水市地域を東西に走る広域農道は、北薩地域の農林産物を県外へ搬送す
る重要路線であり、一方、県外からの観光客を北薩地域へ迎え入れるためのバイパ
ス的路線としても活用されている。 
 しかし、当該農道は建設当時より相当年数経過し、路面をはじめ農道施設全体の
老朽化が進行していることから、補修等の対策工事を実施し、通行安全の確保する
ことで、地域間はもとより県内外のアクセス向上を図るものである。 

  
５－２ 特定政策課題に関する事項 
該当なし 
 
５－３ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 道整備交付金【Ａ３００１】  
対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了している。 
なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

   ・町道 道路法に規定する町道に認定済み。（ ）内は認定年月日。 
     長岡上向線(ﾅｶﾞｵｶｳﾜﾑｷ)  （昭和５７年１２月１６日） 
     大俣線(ｵｵﾏﾀ)        （昭和５７年１１月１０日） 
     戸子田熊田線(ﾄｺﾀﾞｸﾏﾀﾞ)   （昭和５８年 ９月２６日） 
     湯田原線(ﾕﾀﾞﾊﾞﾙ)       （昭和６０年 ３月３０日） 
     柊野紫尾線(ｸｷﾉｼﾋﾞ)    （昭和５７年１２月１６日） 
     虎居西線(ﾄﾗｲﾆｼ)       （昭和５７年１２月１６日） 
     川口平川線(ｶﾜｸﾞﾁﾋﾗｶﾜ)    （昭和５８年１０月 ６日） 
     盈進小通り線(ｴｲｼﾝｼｮｳﾄﾞｵﾘ)    (昭和５７年１２月１６日） 
     役場通り線(ﾔｸﾊﾞﾄﾞｵﾘ)    （昭和５９年 ９月２９日） 
     大願寺長岡線(ﾀﾞｲｶﾞﾝｼﾞﾅｶﾞｵｶ)（平成 ５年 ３月１１日） 
     湯田原中線(ﾕﾀﾞﾊﾞﾙﾅｶ)    （平成 ８年 ３月２９日） 
     前目線(ﾏｴﾒ)        （昭和５５年１２月２２日） 
   ・林道 森林法に基づく北薩地域森林計画書(平成２７年４月策定)に路線を 

記載。 
     横座線(ﾖｺｻﾞ)  
     運床線(ｳﾝﾄｺ)      
     久七峠線(ｷｭｳｼﾁﾄｳｹﾞ)     
     阿久根中央線(ｱｸﾈﾁｭｳｵｳ)   
     久七峠２号支線(ｷｭｳｼﾁﾄｳｹﾞﾆｺﾞｳｼ)  
     山ノ神線(ﾔﾏﾉｶﾐ)     
     西ノ山線(ﾆｼﾉﾔﾏ)     
   ・広域農道（保全対策）  

第二出水線(ﾀﾞｲﾆｲｽﾞﾐ) 
［施設の種類］  ［事業主体］ 
・町 道     さつま町 
・林 道     鹿児島県、伊佐市 
・広域農道    鹿児島県 
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［事業区域］ 
・阿久根市、出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町 

［事業期間］ 
・町 道            平成２７年度～平成３１年度 
・林 道      平成２７年度～平成３１年度 
・広域農道     平成２８年度～平成３２年度 

［整備量及び事業費］ 
・市道 ５．８km、林道 １７．１km、広域農道の保全対策 １１箇所 
・総事業費 ３，１９５，３９０千円（うち交付金 １，５４６，１９５千円） 
市道      ９１１，０００千円（うち交付金   ４５５，５００千円） 
林道   １，８８０，０００千円（うち交付金   ８８８，５００千円） 

   広域農道   ４０４，３９０千円（うち交付金   ２０２，１９５千円） 
             うち保全対策 
                ４０４，３９０千円（うち交付金    ２０２，１９５千円） 
 
５－４ その他の事業 
５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置  
 該当なし 

  
５－４－２ 支援措置によらない独自の取組  
 (１) 観光地の魅力向上 
   内  容 グッドデザイン賞を受賞した曽木の滝分水路を観光資源として

活かしながら、宮人川ビオトープ、曽木発電所遺構などを含め
た曽木の滝周辺施設の整備を進めていく。 

    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２７年度～ 

  

 (２) 汚泥再生処理センター施設整備事業 
    内  容 「生活排水処理基本計画」や循環型社会形成推進という社会的

ニーズを捉え、地域が要求する施設整備を行うための具体的な
検討を行いながら施設の建設を推進する。(環境省支援事業) 

    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２３年度～平成２９年度 

 

 (３) 地域人づくり事業 

   ① 水稲を中心とした複合経営研究事業 

    内  容 農業所得向上のため、水稲を中心とした複合経営の取組を行い、
販路拡大など経営の安定化を図る取組を実施する。そのため新
規雇用者を確保し農業で自立できるように技術指導や研修を行
いながら新規就農者としての人材を育成する。(厚労省支援事
業)  

    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２６年度～平成２７年度 

   ② コントラクター耕畜連携研究事業 

    内  容 飼料生産のコントラクター（飼料生産組織）を、今後有効活用
するために、栽培、作業受託・販路拡大等を総合的に分析して、
畜産農家との連携を図る。また、伊佐市での安定的飼料確保及
びコントラクターの作業受託の確立を目指し畜産振興につなげ
る。そのために農畜産業の根幹をなす新規就業者を開拓し、技
術習得と人材育成を図る。(厚労省支援事業)  
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    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２６年度～平成２７年度 

   ③新重点野菜開発事業 

    内  容 伊佐市における重点野菜以外の試験栽培を行い、伊佐市に適し
た品目、栽培可能な新たな品種を確立することで、将来的に伊
佐市野菜を増産し、通年して都市部への安定供給を目指す。ま
た、この取組で新規就農者の雇用を確保し人材育成を図る。(厚
労省支援事業)  

    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２６年度～平成２７年度 

  ④ 野菜加工品研究事業 

    内  容 野菜の栽培を行いながら、野菜加工品の６次産業化の取組を研
究する。さらに野菜加工品の販路開拓及び、野菜農家の経営の
安定及び所得の向上を目指す。そのために新規就農者を確保し
技術力の向上と人材育成に資する。（厚労省支援事業)  

    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２６年度～平成２７年度 

  ⑤ とまと周年栽培・栽培技術向上研究事業 

    内  容 とまとの周年栽培（リレー栽培）の取組を行い、供給の安定化
を図る。更に、有機発酵肥料を使用しながら、食味向上・糖度
アップ化を目指し栽培技術の向上に資する。また、雇用者が農
業者として自立できるよう技術指導を行い、一歩進んだ農業者
経営としての育成を図りながら、とまと栽培での経営の安定化
・所得の向上を目指す。(厚労省支援事業)  

    実施主体 伊佐市 
    実施期間 平成２６年度～平成２７年度 

 
 (４) 社会資本整備総合交付金事業 
    内  容 地域が設定した政策課題を支援する事業で、魅力的な住みよい

まちづくりを実現するため町道の整備を行う。(国交省支援事
業) 

    実施主体 さつま町 
    実施期間 平成２６年度～平成２８年度 

 

 (５) 防災・安全交付金事業 
    内  容 地域が設定した政策課題を支援する事業で、地域における総合

的な生活空間の安全確保を図るため、町道の整備を行う。(国交
省支援事業) 

    実施主体 さつま町 
    実施期間 平成２６年度～平成２９年度 

 

 

 (６) 過疎対策道路整備事業 
    内  容 過疎地域の様々な課題解決を支援する事業で、住民が誇りと魅

力を持つことのできる活力に満ちた地域社会を実現するため、
町道の整備を行う。(総務省支援事業) 

    実施主体 さつま町 
    実施期間 平成２５年度～平成２７年度 
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６ 計画期間  
  平成２７年度～３２年度 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 
 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法  
  ４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終了
後に、鹿児島県及びさつま町に於いて、必要な調査等を行い、速やかに状況を把握
する。 
中間評価、事後評価の際は、調査結果の集計等により達成状況の評価及び改善す

べき事項等の検討を行うこととする。 
 
 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

  平成２５年度 
（基準年度） 

平成２９年度 
（中間年度） 

平成３２年度
(最終目標) 

目標 1 

観光客入込者数の向上 

 
２，２２９人 

 
２，２８５人 

 
２，３４０人 

目標２ 

素材(木材)生産量の向上 

 
１５０千 m3 

 
１５４千 m3 

 
１５８千 m3 

目標３ 

農道の保全対策推進率 

    ０％ 
（基準年度 
平成２７年度） 

    
２５％ 

 

 
  １００％ 

 
  （指標とする数値の収集方法） 

項 目 収集方法 

観光客入込者数の向上 さつま町統計資料より 

素材(木材)生産量の向上 鹿児島県森林・林業統計資料等より 

農道の保全対策推進率 地区の事業実績 

  ・目標の達成状況以外の評価を行う内容 
   １．事業の進捗状況 
   ２．総合的な評価や今後の方針 
 
 ７－３ 目標の達成状況に係る公表の手法 
  ４に示す地域再生計画の目標については、中間評価及び事後評価の内容を速やか
にインターネット（鹿児島県環境林務部かごしま材振興課・農政部農地保全課、さ
つま町建設課のホームページ）の利用により公表する。 

 
８ 構造改革特別区域計画に関する事項 
 該当なし 
 
９ 中心市街地活性化基本計画に関する事項 
 該当なし 
 
１０ 産業集積形成等基本計画に関する事項 
 該当なし 


